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－１－ 

 

議案第２３号  

   「上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例施行規則の一部を改正

する規則の制定について」要旨  

 

１  趣  旨  

  子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号）の一部改正

に伴い、低所得世帯・多子世帯等の経済的負担の軽減を図るため、所要の

改正を行う。  

 

２  内  容  

 (1 ) 多子世帯の軽減制度の拡充  

   市町村民税所得割課税額７７，１００円以下（年収約３６０万円未満

相当）世帯について、現行では小学校３年生までとされている多子計算

に係る年齢制限を撤廃し、第２子の利用者負担額を半額、第３子以降を

無料とする。  

 

(2 ) ひとり親世帯等の軽減制度の拡充  

市町村民税所得割課税額７７，１００円以下（年収約３６０万円未満

相当）世帯のひとり親世帯等、在宅障害児（者）のいる世帯、その他の

世帯（生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が

認めた世帯）の子供について第１子の利用者負担額を半額、第２子以降

を無料とする。  

    

３  施行期日  

 公布の日  

 

 

 

 

 

 

 



 

－２－ 

 

上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例施行規則（平成２７年上尾市教育委員会規則

第６号）新旧対照表  

 

現行  改正後（案）  

備考  

１  市町村民税の非課税又は課税の判定及

び所得割の額を算定する場合には、地方

税法第３１４条の７、第３１４条の８及

び第３１４条の９並びに附則第５条第３

項、第５条の４第６項、第５条の４の２

第６項、第５条の５第２項及び第４５条

の規定は適用しないものとする。  

２  支給認定保護者又は当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者が特定教育・

保育又は特別利用教育のあった月におい

て生活保護法第６条第２項に規定する要

保護者又は子ども・子育て支援法施行規

則（平成２６年内閣府令第４４号）第２

２条各号に定める者に該当する場合にお

ける当該支給認定保護者に関するこの表

の規定の適用については、同表 B の項中

「３，０００円」とあるのは、「０円」

とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  負担額算定基準子ども（子ども・子育

て支援法施行令（平成２６年政令第２１

３号）第１４条第１項に規定する負担額

算定基準子どもをいう。）が同一世帯に

２人以上いる場合の支給認定保護者に係

る利用者負担額は、この表の規定にかか

わらず、当該支給認定保護者に係る次の

各号に掲げる支給認定子どもの区分に応

じ、当該各号に定める額とする。  

（１）  子ども・子育て支援法施行令第１

備考  

１  市町村民税の非課税又は課税の判定及

び所得割の額を算定する場合には、地方

税法第３１４条の７、第３１４条の８及

び第３１４条の９並びに附則第５条第３

項、第５条の４第６項、第５条の４の２

第６項、第５条の５第２項及び第４５条

の規定は適用しないものとする。  

２  支給認定保護者又は当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者が特定教育・

保育又は特別利用教育のあった月におい

て生活保護法第６条第２項に規定する要

保護者又は子ども・子育て支援法施行規

則（平成２６年内閣府令第４４号）第２

２条各号に定める者（以下これらの者を

「要保護者等」という。）に該当する場

合における当該支給認定保護者（特定教

育・保育又は特別利用教育に係る負担額

算定基準額（子ども・子育て支援法施行

令（平成２６年政令第２１３号）第１４

条の２第２項に規定する負担額算定基準

額をいう。以下同じ。）が７万７，１０

１円未満である場合における支給認定保

護者に限る。）に関するこの表の規定の

適用については、同表 B の項中「３，０

００円」とあるのは「０円」と、「同表

Ｃ の 項 中 「 ７ ， ５ ０ ０ 円 」 と あ る の は

「３，７５０円」とする。  

３  負担額算定基準子ども（子ども・子育

て支援法施行令第１４条第１項に規定す

る負担額算定基準子どもをいう。）が同

一世帯に２人以上いる場合の支給認定保

護者に係る利用者負担額は、この表の規

定にかかわらず、当該支給認定保護者に

係る次の各号に掲げる支給認定子どもの

区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す

る。  

（１）  子ども・子育て支援法施行令第１

議案第２３号  資料１  



 

－３－ 

４条第１号イからハまでに掲げる支給認

定子ども  当該支給認定保護者の区分に

応じたこの表に定める利用者負担額に１

００分の５０を乗じて得た額  

（２）  子ども・子育て支援法施行令第１

４条第２号イからハまでに掲げる支給認

定子ども  ０円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  支給認定保護者及び当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者についての特

定教育・保育又は特別利用教育のあった

４条第１号イからハまでに掲げる支給認

定子ども  当該支給認定保護者の区分に

応じたこの表に定める利用者負担額に１

００分の５０を乗じて得た額  

（２）  子ども・子育て支援法施行令第１

４条第２号イからハまでに掲げる支給認

定子ども  ０円  

４  特定被監護者等（子ども・子育て支援

法施行令第１４条の２第１項に規定する

特定被監護者等をいう。以下同じ。）が

２人以上いる場合の支給認定保護者（特

定教育・保育又は特別利用教育に係る負

担額算定基準額が７万７，１０１円未満

である場合における支給認定保護者に限

る。）に係る次の各号に掲げる支給認定

子どもが受けた特定教育・保育又は特別

利用教育に係る利用者負担額は、この表

の規定にかかわらず、当該支給認定保護

者に係る次の各号に掲げる支給認定子ど

もの区分に応じ、当該各号に定める額と

する。  

(1) 子ども・子育て支援法施行令第１４

条の２第１項第１号イ又はロに掲げる

支   給認定子ども  当該支給認定保

護者の区分に応じたこの表に定める利

用者負担額に１００分の５０を乗じて

得た額  

(2) 子ども・子育て支援法施行令第１４

条の２第１項第２号イからハまでに掲

げる支給認定子ども  ０円  

５  特定被監護者等が２人以上いる場合に

おいて、支給認定保護者又は当該支給認

定保護者と同一の世帯に属する者が特定

教育・保育又は特別利用教育のあった月

において要保護者等に該当する場合にお

ける当該支給認定保護者（特定教育・保

育又は特別利用教育に係る負担額算定基

準額が７万７，１０１円未満である場合

における支給認定保護者に限る。）に関

する前項の規定の適用については、同項

中「当該各号に定める額」とあるのは、

「０円」とする。  

６  支給認定保護者及び当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者についての特

定教育・保育又は特別利用教育のあった



 

－４－ 

月の属する年度（４月から８月までにあ

っては、前年度）分の市町村民税の賦課

期日において地方税法の施行地に住所を

有しない者である場合における当該支給

認定保護者にあっては、当該支給認定保

護者の属する世帯の収入等の状況を総合

的に勘案し、この表の A 階層から C 階層

までのいずれかに区分して、この表を適

用するものとする。  

附  則  

（施行期日）  

 この規則は、条例の施行の日（平成２７

年４月１日）から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月の属する年度（４月から８月までにあ

っては、前年度）分の市町村民税の賦課

期日において地方税法の施行地に住所を

有しない者である場合における当該支給

認定保護者にあっては、当該支給認定保

護者の属する世帯の収入等の状況を総合

的に勘案し、この表の A 階層から C 階層

までのいずれかに区分して、この表を適

用するものとする。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の別表の規定は、平成２８年４

月１日以後に行われた特定教育・保育及

び特別利用教育について適用し、同日前

に行われた特定教育・保育及び特別利用

教育については、なお従前の例による。  
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 平成２８年度上尾市立平方幼稚園利用者負担額表                 

（単位：円）  

階層区分  子の区分  

国の基準  

（※ 1）  

利用者負担（月額）  

（※ 1）  

改正前  改正後  改正前  改正後  

A 生活保護世帯  

第１子  
0  

    (0)  

0 

    (0)  

0 

    (0)  

0 

    (0)  

第２子  
0  

(0)  

0 

(0)  

0 

(0)  

0 

(0)  

第３子以降  
0  

(0)  

0 

(0)  

0 

(0)  

0 

(0)  

B 

市町村民税非課

税世帯（均等割

のみ課税世帯を

含む。）  

第１子  
3,000 

(0)  

3,000 

(0)  

3,000 

(0)  

3,000 

(0)  

第２子  
1,500 

(0)  

1,500 

(0)  

1,500 

(0)  

1,500 

(0)  

第３子以降  
0  

(0)  

0 

(0)  

0 

(0)  

0 

(0)  

C 

市町村民税所得

割 額 77,100 円

以下の世帯（年

収約 270 万円～

360 万円）  

第１子  
16,100 

(15,100)  

16,100 

(7,550)  

7,500 

(7,500)  

7,500 

(3,750)  

第２子  
8,050 

(7,550)  

8,050 

(0)  

3,750 

(3,750)  

3,750 

(0)  

第３子以降  
0  

(0)  

0 

(0)  

0 

(0)  

0 

(0)  

D 

市町村民税所得

割額 211,200 円

以下の世帯（年

収  ～約 680 万

円）  

第１子  
20,500 

(20,500)  

20,500 

(20,500)  

7,500 

(7,500)  

7,500 

(7,500)  

第２子  
10,250 

(10,250)  

10,250 

(10,250)  

3,750 

(3,750)  

3,750 

(3,750)  

第３子以降  
0  

(0)  

0 

(0)  

0 

(0)  

0 

(0)  

市町村民税所得

割額 211,201 円

以上の世帯（年

収  約 680 万円

～）  

第１子  
25,700 

(25,700)  

25,700 

(25,700)  

7,500 

(7,500)  

7,500 

(7,500)  

第２子  
12,850 

(12,850)  

12,850 

(12,850)  

3,750 

(3,750)  

3,750 

(3,750)  

第３子以降  
0  

(0)  

0 

(0)  

0 

(0)  

0 

(0)  

   ※１  （  ）内の金額は、ひとり親世帯等、在宅障害児（者）のいる世帯、その

他の世帯（生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が

認めた世帯）に該当した場合の金額  

議案第２３号  資料３  
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議案第２４号  

   「上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則の制定に  

ついて」要旨  

 

１  趣  旨  

  埼玉県立学校職員服務規程の一部改正に伴い、服務規程について、所要

の改正を行う。  

 

２  内  容  

  別紙「新旧対照表」のとおり。  

    

３  施行期日  

  公布の日  

 



 

－９－ 

議案第２４号  資料１  

上尾市立小・中学校職員服務規程（昭和３２年上尾市教育委員会規則第４号）新旧対照表  

 

現行  改正後（案）  

（兼職及び他の事業等の従事）  

第２１条  職員は、教育に関する他の職を

兼ね、又は教育に関する他の事業、事務若

しくは営利企業等に従事しようとするとき

は、第１０号様式による兼職（兼業）承認

（許可）願をもって教育委員会に願い出な

ければならない。  

 

（兼職及び他の事業等への従事等）  

第２１条  職員は、教育に関する他の職を

兼ね、若しくは教育に関する他の事業、

若しくは事務に従事し、又は営利企業に

従事等しようとするときは、第１０号様

式による兼職（兼業）承認（許可）願を

もって教育委員会に願い出なければなら

ない。  

 

 



 

－１０－ 

第３号様式の２  

現行  

 

 

改正後（案）  

 


